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付録第９ 

診 療 委 託 契 約 条 項 

 

（診療業務の範囲） 

第１条 乙の行う診療等の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 診療 

 (2) 処置・手術その他の治療 

 (3) 診療補助業務の指導 

（債務の引受け等の承認） 

第２条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面による甲の承認を受けなけ

ればならない。 

 (1) この契約による債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合 

 (2) この契約による債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合 

（代理人の届出） 

第３条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を

選任する場合は、あらかじめ書面により甲に届け出なければならない。 

（材料器具等） 

第４条 この契約による診療等に必要な材料器具等は、甲において準備するものとする。 

（報酬の支払） 

第５条 乙は、毎月分の報酬を適法な支払請求書をもって請求し、甲はこれを受理した

日から３０日以内の日に支払うものとする。 

（支払遅延利息） 

第６条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満

了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、約定期間満

了の日の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律

第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅

延利息の額として、乙に支払わなければならない。ただし、その約定の支払時期まで

に支払いをしないことが、天災地変等やむを得ない事由による場合は、特に定めのな

い限り、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日

数に計算しないものとする。 

２ 前項により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払う

ことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも
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のとする。 

（契約の破棄） 

第７条 乙がこの契約の条項に違反した場合に甲は契約を破棄するも、乙は異議を申し

出ることはできない。 

（秘密保全） 

第８条 乙は自衛隊に関し知り得た秘密にわたる事項については、第三者に漏らしては

ならない。 

（個人情報） 

第９条 乙は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。 

２ 乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。 

３ 乙は、診療業務に係る個人情報を他の目的のために使用してはならない。また、当

該情報を第三者に提供してはならない。 

４ 乙は、この契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から個人情報等を持ち出し

てはならない。 

５ 乙は、この契約の履行が終了した場合は、乙は個人情報等を甲に返却または廃棄し

なければならない。 

６ 乙は、この契約の履行に際し、個人情報等を取り扱う従業員を明確にするものとす

る。 

７ 乙は、個人情報等を複製する場合、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなけれ

ばならない。 

８ 乙は、従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等個人情報等の管理につき、

定期的に検査を行う。また、甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報

等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の関係場所に立入

調査をさせることができる。 

９ 診療業務に関し事故等が発生した場合、乙は、速やかに、その内容を甲に報告する

ものとする。 

（その他） 

第１０条 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議し

て解決するものとする。 

（裁判管轄） 

第１１条 この契約に関する訴えは、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定める

ものとする。 
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  上記の契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通

を保有するものとする。 


